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（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
従
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

第
六
十
条

宗
教
法
人
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た
と
き
は
、旧
所
在
地（
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。）に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に

移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た

る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
、同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

（
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
変
更
の
登
記
等
）

第
六
十
一
条

第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
日
か
ら
三
週

間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
合
併
後
存
続
す
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
記
は
、
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
轄
登
記
所
及
び
登
記
簿
）

第
六
十
二
条

宗
教
法
人
の
登
記
に
関
す
る
事
務
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
若
し
く
は
地
方

法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
が
管
轄
登
記
所
と
し
て
つ
か
さ
ど
る
。

２

各
登
記
所
に
宗
教
法
人
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
登
記
の
申
請
）

第
六
十
三
条

設
立
の
登
記
は
、
宗
教
法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
申
請
に
よ
つ
て
す
る
。

２

設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
所
轄
庁
の
証
明
が
あ
る
認
証
を
受
け
た
規
則
の
謄
本
及
び
宗
教
法
人
を
代
表
す

べ
き
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
当
該
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、代
表
権
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
登
記
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

４

合
併
に
よ
る
変
更
又
は
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
第
三
十
四
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
宗
教
法
人
（
当

該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
主
た
る
事
務
所
が
あ
る
も
の
を
除
く
。）の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
の
認
証
を
要
す
る
事
項
に
係
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま

で
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
所
轄
庁
の
証
明
が
あ
る
認
証
書
の
謄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
中
「
、
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
削
り
、「
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
」」を
「
第
五
十
九
条
第
二
項
各

号
」」に
改
め
、「
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
新
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
所
在
地
に
お

い
て
宗
教
法
人
法
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
る
場
合
に
は
」
と
」
を
削
る
。

第
八
十
一
条
第
七
項
中
「
前
五
項
」
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
、「
除
く
外
」
を「
除
く
ほ
か
」に
改
め
、「
非

訟
事
件
手
続
法
」
の
下
に「（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）」を
加
え
る
。

第
八
十
七
条
の
二
中
「
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
三
項
、

第
五
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
六
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条
第

一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
又
は
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
又
は

第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
二

条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
七
十
二
条

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
四
号
中
「
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
公
益
的

法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
民
間
学
術
研
究
機
関
の
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
六
十
六
条

民
間
学
術
研
究
機
関
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」を「
一

般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
当
該
研
究
機
関
」
の
下
に
「
の
事
業
」
を
加
え
る
。

（
博
物
館
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
六
十
七
条

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若

し
く
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は

一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
写
」
を
「
写
し
」
に
、「
見
積
」
を
「
見
積
り
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
寄
附
行
為
」
を

削
り
、「
写
」
を
「
写
し
」
に
、「
見
積
」
を
「
見
積
り
」
に
改
め
る
。

（
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
に
対
す
る
国
有
財
産
の
譲
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
六
十
八
条

財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
に
対
す
る
国
有
財
産
の
譲
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
」
の
下
に「（
昭
和
二
十
年
十
一
月
三
十
日
に
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究

所
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
い
、
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
（
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。）」
を
「
財
団
」
に
改
め
る
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
六
十
九
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
の
十
二
第
二
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四
第
三
号
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団

法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
七
十
条

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
」
の
下
に「（
昭
和
二
年
八
月
八
日
に
財
団
法
人
大
日
本
体
育
協
会

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
行
な
う
」
を

「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
う
ち
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
」
の
下
に「（
平
成
元
年
八
月
七
日
に
財
団

法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を

加
え
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
七
十
一
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
民
法
第
七
十
二
条
第
三
項
」
を
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
三
第
一
号
中
「
民
法
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」を「
一

般
社
団
法
人
」
に
改
め
る
。
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